
【年末調整チェックリスト】         提出期限：１１月  日厳守 

● 全員が提出するもの

□ １．令和５年度扶養控除等(異動)申告書 

（この申告書提出により、年末調整ができます。(提出がなければ源泉徴収税額表は乙欄です。)）

～ ・他にメインの勤務先がある方は提出不要（所得税の確定申告をお願い致します）。 

       ・障害者の方、勤労学生の方は確認書類（写し）を一緒に提出下さい。 

       ・扶養親族がいない方も必ずご提出下さい。 

       ・マイナンバーを忘れずご記入下さい。 

□ ２．保険料控除申告書

（この申告書提出により、保険料控除を受けることができます。）

   ～ ・他にメインの勤務先がある方、申告すべき内容のない方(記載すべき保険、共済の加入 

がない方)は提出不要。 

・本年中(令和４年中)に、あなたが支払った保険料、掛金につき申告して下さい。 

・記入した保険料については、必ず保険会社等が発行する「証明書」を添付して下さい。 

証明書は保険会社等から郵送されます。 

《添付書類》 該当するもののみ添付して下さい。複数ある場合全て添付して下さい。 

         ○ 生命保険料控除証明書

         ○ 地震(損害)保険料控除証明書

         ○ 国民年金保険料、国民年金基金掛金支払証明書 

(納税証明書・口座引落し通帳コピー等金額の分かるもの) 

→ 本人または生計一の親族が負担すべきもの。

         ○ 国民健康保険料納付資料(納付証明書・口座引落し通帳コピー等金額の分かるもの)

            → １年間(1～12 月)の国民健康保険料の支払総額が分かるもの。 

         ○ 小規模企業共済掛金控除証明書 

□ ３．基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 

（この申告書提出により、基礎控除、配偶者(特別)控除、所得金額調整控除を受けることができます。） 

・すべての方の提出が必要です。 

・住所・氏名をご記入のうえ、提出して下さい。 

● 途中入社された方

□ ４．令和４年度扶養控除等(異動)申告書 

（この申告書提出により、令和４年分の年末調整ができます。(提出がなければ源泉徴収税額表は乙欄です。)）

～ ・令和４年に途中入社され、申告書をまだご提出頂いていない方のみ。 

     ・扶養親族がいない方も必ずご提出下さい。 

       ・マイナンバーを忘れずご記入下さい。 

□ ５．前職分の源泉徴収票 （前職分の源泉徴収票を提出されない方は確定申告になります。）

     ～ ・中途入社された方で、本年中(令和４年中)に他の会社から給料を頂いていた方は、前職分の

源泉徴収票を必ず提出して下さい。

● 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を申告される方   

□ ６．住宅借入金等特別控除申告書 → 税務署が発行 

□ ７．借入残高証明書 → 金融機関が発行

～ ・以前に確定申告で住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を受けた方で、引き続き

本年も控除を受ける方は、年末調整で申告ができます。控除を受ける方は、上記６の本年分

申告書に記入して．７と一緒に提出して下さい。 






